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税
理
士

上
野　

精
一

経税部経税部
だよりだより

電
子
帳
簿
等
保
存
制
度
に
つ
い
て

　

「
対
応
で
き
な
い
と
青
色

申
告
が
取
り
消
さ
れ
、
税
務

調
査
で
経
費
と
し
て
認
め
ら

れ
な
い
の
で
は
な
い
か
？
」

と
世
間
を
騒
が
せ
、
税
理
士

事
務
所
も
対
応
に
追
わ
れ

た
、
す
べ
て
の
事
業
者
を
対

象
と
し
た
改
正
電
子
帳
簿
保

存
法
に
係
る
電
子
取
引
の
電

磁
的
保
存
制
度
の
義
務
化
で

す
が
、
本
年
１
月
１
日
施
行

の
直
前
、
令
和
４
年
度
自
民

党
税
制
改
正
大
綱
（
昨
年
12

月
10
日
発
表
）
で
２
年
間
の

猶
予
制
度
が
設
け
ら
れ
ま
し

た
。
結
果
、
２
０
２
３
年
の

年
末
ま
で
に
行
う
電
子
取
引

に
つ
い
て
は
、
従
前
ど
お
り

保
存
す
べ
き
電
子
デ
ー
タ
を

プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
し
て
紙
保

存
し
、
税
務
調
査
等
の
際
に

提
示
・
提
出
で
き
る
よ
う
に

　

会
計
で
は
、
決
算
書
は
経

営
者
、
出
資
者
、
債
権
者
、

国
（
国
税
局
ほ
か
）
等
の
事

業
者
を
取
り
巻
く
利
害
関
係

者
の
意
思
決
定
に
役
立
つ
会

計
情
報
を
提
供
す
る
も
の
と

さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

上
場
企
業
な
ど
の
大
規
模
会

社
以
外
の
一
般
の
事
業
者

は
、
税
務
申
告
や
融
資
の
た

め
の
決
算
書
と
い
う
意
識
し

か
な
い
の
が
現
状
で
す
。

　

今
回
の
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い

て
の
融
資
や
助
成
金
等
の
資

金
繰
り
支
援
に
お
い
て
は
、

前
年
同
月
比
で
の
売
上
高
減

少
等
が
説
明
で
き
る
帳
簿
が

求
め
ら
れ
ま
し
た
が
、
帳
簿

の
未
整
備
や
Ｉ
Ｔ
対
応
で
き

な
い
等
の
理
由
に
よ
り
申
請

で
き
な
い
事
業
者
が
相
次
い

だ
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
と

思
い
ま
す
。
事
実
、
一
定
の
帳

簿
の
備
え
付
け
を
前
提
と
す

る
青
色
申
告
制
度
の
普
及
率

は
、
法
人
で
は
１
０
０
％
に

近
い
も
の
の
個
人
事
業
者
で

は
60
％
強
で
頭
打
ち
の
状
況

で
す
。【
資
料
１
】
事
業
者
に

と
っ
て
の
会
計
の
本
来
の
目

的
は
、
経
営
状
況
の
把
握
や

資
金
繰
り
管
理
、
成
長
に
向

① 

制
度
の
対
象
と
な
る
帳
簿

の
範
囲
と
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

義
務

　

複
式
簿
記
前
提
で
す
の
で

損
益
計
算
書
の
み
で
は
な
く

貸
借
対
照
表
を
作
成
で
き
る

帳
簿
で
あ
り
、
同
時
に
税
務

調
査
に
お
い
て
は
ス
キ
ャ
ナ

お
よ
び
電
子
取
引
保
存
を
含

め
て
当
局
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

の
求
め
に
応
じ
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
当
局
は
従
前
と
比

較
し
て
広
範
な
情
報
収
集
が

可
能
に
な
り
、
税
務
調
査
権

限
に
関
し
て
は
強
化
さ
れ
る

方
向
と
言
え
ま
す
。

② 

優
良
な
電
子
帳
簿
等
に
関

す
る
過
少
申
告
加
算
税
の

　

高
度
情
報
化
・
ペ
ー
パ
ー

レ
ス
化
が
進
展
す
る
中
で
、

会
計
処
理
の
分
野
で
も
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
を
使
用
し
た
帳
簿

書
類
の
作
成
・
保
存
が
普
及

し
て
き
て
お
り
、
手
作
業
を

シ
ス
テ
ム
（
銀
行
取
引
、
会

計
、
受
発
注
、
経
費
精
算

等
）
に
連
携
し
て
、
簿
記
の

知
識
が
な
く
て
も
デ
ー
タ
を

自
動
的
に
積
み
上
げ
る
簡
単

な
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
可
能

と
な
り
、
電
子

帳
簿
保
存
法
に

対
応
す
る
こ
と

で
業
務
効
率
ア

ッ
プ
や
コ
ス
ト

削
減
が
で
き
る

と
当
局
や
業
者

は
囃
し
立
て
て

い
ま
す
。

　

し
か
し
、
会

計
ソ
フ
ト
自
体

は
機
械
的
に
複

式
簿
記
を
完
成

す
る
だ
け
で
、

そ
の
適
正
性
の

検
証
に
は
残
高

の
確
認
や
過
去

実
績
と
の
比
較

と
い
う
監
査
的

手
法
が
必
要
で

あ
り
、
連
携
す

る
経
費
精
算
ソ

フ
ト
等
も
思
惑

通
り
に
機
能
す

る
と
は
限
り
ま

せ
ん
。
大
企
業

向
け
の
統
合
基

幹
業
務
シ
ス
テ

ム
で
あ
る
Ｅ
Ｒ

Ｐ
が
社
員
に
よ

る
デ
ー
タ
管
理

５
％
軽
減
措
置

　

適
用
を
受
け
る
た
め
に
は

法
定
申
告
期
限
ま
で
に
届
出

書
を
提
出
し
た
上
で
、
作
成

す
べ
き
帳
簿
全
て
に
つ
い

て
、
訂
正
削
除
履
歴
の
保

存
、
帳
簿
間
の
相
互
関
連

性
、
取
引
等
の
日
付
・
金
額

・
相
手
方
に
関
す
る
検
索
機

能
を
満
た
す
必
要
が
あ
り
ま

す
が
、
コ
ス
ト
等
の
ハ
ー
ド

ル
は
高
い
と
考
え
ま
す
。

③ 

ス
キ
ャ
ナ
保
存
に
お
け
る

タ
イ
ム
ス
タ
ン
プ
付
与
に

代
え
ら
れ
る
措
置

　

「
あ
る
時
点
以
降
に
変
更

を
行
っ
て
い
な
い
こ
と
の
証

明
」
と
い
う
タ
イ
ム
ス
タ
ン

の
不
徹
底
、
導
入
・
保
守
コ

ス
ト
高
、
シ
ス
テ
ム
選
定
の

困
難
性
か
ら
当
初
必
ず
し
も

成
功
し
な
か
っ
た
と
い
う
歴

史
を
振
り
返
る
必
要
が
あ
る

と
考
え
ま
す
。

　

デ
ジ
タ
ル
化
、
電
子
帳
簿

等
保
存
制
度
の
利
点
は
確
か

に
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
電

子
取
引
の
電
磁
的
保
存
制
度

の
義
務
化
に
は
２
年
弱
の
猶

予
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
国

ら
確
認
で
き
る
よ
う
な
場
合

に
は
、
そ
れ
以
外
の
特
段
の

事
由
が
無
い
に
も
関
わ
ら

ず
、
直
ち
に
青
色
申
告
の
承

認
が
取
り
消
さ
れ
た
り
、
金

銭
の
支
出
が
な
か
っ
た
も
の

と
判
断
さ
れ
た
り
し
ま
せ

ん
。

　

し
た
が
っ
て
、
先
生
方
の

現
在
の
環
境
を
把
握
し
た
上

で
、
機
器
等
を
導
入
す
る
に

し
て
も
、
そ
れ
に
応
じ
た
体

制
を
構
築
す
る
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
、
機
器
選
定
等
の
情
報
を

十
分
備
え
た
上
で
対
応
す
る

こ
と
が
肝
要
と
考
え
ま
す
。

税
庁
公
表
の
一
問
一
答
に
は

以
下
の
記
述
が
あ
り
ま
す
。

保
存
要
件
に
お
い
て
も
タ
イ

ム
ス
タ
ン
プ
や
請
求
書
等
保

管
ソ
フ
ト
が
な
く
と
も
表
計

算
ソ
フ
ト
に
よ
る
フ
ァ
イ
ル

名
に
規
則
性
を
も
た
せ
た
検

索
簿
を
作
成
し
、
訂
正
・
削

除
の
防
止
に
関
す
る
事
務
処

理
規
程
を
定
め
て
運
用
す
れ

ば
足
り
ま
す
。
ま
た
、
従
来

と
同
様
に
そ
の
取
引
が
正
し

く
記
帳
さ
れ
て
申
告
に
も
反

映
さ
れ
て
お
り
、
保
存
す
べ

き
取
引
情
報
の
内
容
が
書
面

を
含
む
電
子
デ
ー
タ
以
外
か

　

各
保
存
制
度
の
内
容
と
令

和
３
年
度
税
制
改
正
事
項
は

次
の
と
お
り
で
す
（「
：
」

以
降
が
改
正
事
項
）
。

①
電
子
帳
簿
等
保
存

　

電
子
的
に
作
成
し
た
帳
簿

・

決
算
関
係
書
類
（
Ｂ
／

Ｓ
、
Ｐ
／
Ｌ
等
）
、
自
己
作

成
の
取
引
関
係
書
類
（
契
約

書
、
請
求
書
等
）
を
電
子
デ

ー
タ
の
ま
ま
保
存
：
承
認
制

度
廃
止
、
過
少
申
告
加
算
税

５
％
軽
減
優
遇
、
青
色
申
告

特
別
控
除
65
万
円
要
件
、
訂

正
等
履
歴
要
件
等
の
緩
和

②
ス
キ
ャ
ナ
保
存

　

紙
で
受
領
・
作
成
し
た
相

手
方
作
成
の
取
引
関
係
書
類

を
電
子
画
像
デ
ー
タ
で
保

存
：
承
認
制
度
廃
止
、
領
収

書
受
領
者
の
自
署
廃
止
、
一

定
要
件
下
で
の
タ
イ
ム
ス
タ

ン
プ
お
よ
び
原
本
と
の
同
一

性
チ
ェ
ッ
ク
の
不
要
化
、
電

子
デ
ー
タ
改
ざ
ん
等
不
正
の

場
合
の
重
加
算
税
10
％
の
加

重③ 

電
子
取
引
に
係
る
デ
ー
タ

保
存

　

電
子
的
に
授
受
し
た
取
引

情
報
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、

電
子
メ
ー
ル
等
）
を
電
子
デ

ー
タ
で
保
存
：
検
索
お
よ
び

タ
イ
ム
ス
タ
ン
プ
の
要
件
緩

和
、
重
加
算
税
の
加
重
、
代

替
的
措
置
の
廃
止

プ
が
果
た
す
機
能
が
必
要
で

あ
り
、
通
達
で
は
「
他
者
が

提
供
す
る
Ｓ
ａ
ａ
Ｓ
型
ク
ラ

ウ
ド
サ
ー
ビ
ス
」
す
な
わ
ち

ス
キ
ャ
ナ
保
存
制
度
に
対
応

し
た
経
費
精
算
ソ
フ
ト
等
を

例
示
し
て
い
ま
す
が
、
経
験

上
は
業
者
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
の

よ
う
に
万
能
と
は
思
え
ま
せ

ん
。

　

制
度
基
盤
で
あ
る
電
子
帳

簿
保
存
法
と
は
、
税
法
に
よ

り
紙
で
の
保
存
が
義
務
づ
け

ら
れ
て
い
る
帳
簿
書
類
に
つ

い
て
、
一
定
の
要
件
を
満
た

せ
ば
電
磁
的
記
録
（
電
子
デ

ー
タ
）
に
よ
る
保
存
を
可
能

と
す
る
こ
と
な
ど
を
定
め
た

法
律
で
す
。
電
磁
的
記
録
に

よ
る
保
存
は
次
の
①
か
ら
③

が
あ
り
、
令
和
３
年
度
税
制

改
正
で
大
幅
に
簡
素
化
、
優

遇
等
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
ま

し
た
。
内
、
次
の
③
の
み
が

す
べ
て
の
事
業
者
を
対
象
に

代
替
的
措
置
の
廃
止
、
す
な

わ
ち
電
子
取
引
に
係
る
デ
ー

タ
は
紙
の
出
力
で
は
足
り
ず

電
子
デ
ー
タ
の
ま
ま
で
保
存

せ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う

強
化
策
の
た
め
冒
頭
の
騒
動

に
繋
が
っ
た
訳
で
す
。

し
て
い
れ
ば
よ
い
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
電
子
取
引
の
電

磁
的
保
存
制
度
の
義
務
化
方

針
は
変
わ
っ
て
お
ら
ず
、
そ

の
根
底
に
は
電
子
取
引
に
対

す
る
税
務
調
査
権
限
の
強
化

も
読
み
取
れ
ま
す
。
行
政
に

の
み
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
拙
速

な
電
子
化
で
は
な
く
、
事
業

者
の
業
務
が
本
質
的
に
効
率

化
で
き
る
ゆ
と
り
を
持
っ
た

デ
ジ
タ
ル
化
が
求
め
ら
れ
ま

す
。
皆
様
に
は
電
子
帳
簿
等

保
存
制
度
の
長
短
所
を
理
解

し
て
頂
き
、
国
税
庁
の
思
惑

や
政
府
の
デ
ジ
タ
ル
化
政
策

に
便
乗
し
た
業
者
の
一
方
的

な
情
報
に
は
飛
び
つ
か
ず
、

慎
重
な
姿
勢
で
の
機
器
投
資

等
を
行
っ
て
頂
け
れ
ば
と
思

い
ま
す
。

け
た
戦
略
的
投
資
で
あ
り
、

そ
の
基
盤
と
な
る
帳
簿
の
不

備
が
こ
う
し
た
緊
急
事
態
下

で
露
呈
さ
れ
た
の
は
皮
肉
な

こ
と
で
、
記
帳
指
導
を
行
う

税
理
士
に
と
っ
て
も
猛
省
さ

せ
ら
れ
る
出
来
事
で
し
た
。

　

一
方
、
会
計
ソ
フ
ト
等
の

導
入
で
デ
ジ
タ
ル
化
し
た
事

業
者
は
、
効
率
的
か
つ
タ
イ

ム
リ
ー
に
適
正
な
試
算
表
等

の
帳
簿
類
を
作
成
で
き
、
ス

ム
ー
ズ
に
資
金
繰
り
支
援
に

対
応
で
き
る
と
と
も
に
、
ペ

ー
パ
ー
レ
ス
化
で
コ
ロ
ナ
環

境
で
の
在
宅
勤
務
対
応
も
容

易
で
あ
っ
た
と
の
報
告
も
あ

る
よ
う
で
す
。
し
か
し
、
創

設
か
ら
約
20
年
を
経
た
電
子

帳
簿
等
保
存
制
度
の
利
用
率

は
３
・

５
％
に
過
ぎ
ま
せ

ん
。
こ
の
間
デ
ジ
タ
ル
環
境

が
大
き
く
変
化
す
る
中
、
社

会
に
お
け
る
デ
ー
タ
活
用
、

納
税
者
の
文
書
保
存
に
か
か

る
負
担
軽
減
お
よ
び
信
頼
性

の
高
い
記
帳
を
推
進
す
る
観

点
か
ら
、
そ
の
利
用
促
進
の

た
め
に
電
子
帳
簿
等
保
存
制

度
の
抜
本
的
簡
素
化
が
必
要

で
あ
っ
た
と
当
局
は
説
明
し

て
い
ま
す
。

１１  

．
電
子
取
引
の
電
磁
的
保
存
制
度

．
電
子
取
引
の
電
磁
的
保
存
制
度

の
義
務
化

の
義
務
化

２
．
電
子
帳
簿
保
存
法

２
．
電
子
帳
簿
保
存
法

３３  

．
令
和
３
年
度
税
制
改
正
に
お
け

．
令
和
３
年
度
税
制
改
正
に
お
け

る
電
子
帳
簿
等
保
存
制
度
の
留
意

る
電
子
帳
簿
等
保
存
制
度
の
留
意

点点

４４  

．
会
計
に
お
け
る
帳
簿
の
意
義
と

．
会
計
に
お
け
る
帳
簿
の
意
義
と

問
題
点

問
題
点

５５  

．
電
子
帳
簿
等
保
存
制
度
へ
の
対

．
電
子
帳
簿
等
保
存
制
度
へ
の
対

応応

資料１　電子帳簿等保存制度の見直しについて（令和３年12月16日大阪国税局）


